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No. 審査会合日 指摘事項の内容 回答頁 

47 
令和２年６月25日 
（第5条 津波による
損傷の防止） 

・タービン補機海水ポンプ出口弁を設置するインターロックをMS-1相当に位置付
けて他条文で説明する方針について，施設に求められる安全機能と閉止できな
かった場合の影響の観点も踏まえてどのような設計を行う方針であるかが明確にな
るよう説明すること。 

P.2~9 

審査会合における指摘事項 



2 タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの信頼性 
向上について（1/6） 

 回答 
 設置許可基準規則第５条（津波による損傷の防止）に適合させるため，設計基準対象施設
であるタービン補機海水ポンプ出口弁について，新たに浸水防止設備としてインターロックによる弁閉
止機能を加えることとし，インターロックについては，その重要性に鑑み，多重性を確保する等の設
計とすることで，信頼性を向上させる。以下にその設計方針の考え方及び具体的な設計方針につい
て示す。 

 
 設計方針の検討 
 タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの機能及びこれが機能しない場合の影響を
踏まえ，設計方針を検討した。 

 指摘事項（審査会合R2.6.25） 
 タービン補機海水ポンプ出口弁を設置するインターロックをMS-1相当に位置付けて他条文で説明
する方針について，施設に求められる安全機能と閉止できなかった場合の影響の観点も踏まえてど
のような設計を行う方針であるかが明確になるよう説明すること。 



3 

 タービン補機海水ポンプ出口弁を含む第５条（津波による損傷の防止）における浸水防護重点化範囲内
に設置する海域と接続する低耐震クラスの機器及び配管への浸水対策は以下のとおり。 

図１ 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの機器及び配管への浸水対策 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽
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注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

：耐震Ｓクラスとする範囲
：電動弁，逆止弁
：浸水防護重点化範囲
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）
：液体廃棄物処理系配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

，

【凡例】

（断面図） 

浸水防護重点化範囲

耐震Sクラスとする範囲

取水槽除じん機エリア水密扉

取水管立入ピット閉止板

取水槽除じん機エリア防水壁


取水槽海水ポンプエリア防水壁

（内部溢水対策）

EL 8.5m

EL 0.4m

浸水防護重点化範囲

耐震Sクラスとする範囲

取水槽除じん機エリア水密扉

取水管立入ピット閉止板

取水槽除じん機エリア防水壁


取水槽海水ポンプエリア防水壁

（内部溢水対策）

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m

タービン補機海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

タービン建物

溢水水位

EL 4.8m

タービン建物 取水槽

循環水ポンプエリア 海水ポンプエリア 除じん機

エリア

EL 10.8m

タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの信頼性 
向上について（2/6） 

 回答（2/6） 

(1) タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの機能 
• タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックは，耐津波設計においてタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置

するエリア）及び取水槽循環水ポンプエリア（以下，「タービン建物等の浸水防護重点化範囲」という）への津波の流入を
防止する浸水防止設備であり，浸水防止機能を有している。 

• タービン補機海水ポンプ出口弁を含む第５条（津波による損傷の防止）における浸水防護重点化範囲内に設置する海
域と接続する低耐震クラスの機器及び配管への浸水対策を図１に示す。 

：耐震Ｓクラスとする範囲
：電動弁，逆止弁
：浸水防護重点化範囲
：復水器エリア防水壁
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）
：液体廃棄物処理系配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

，

【凡例】

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

海水

ポンプ

エリア

除じん機

エリア

循環水

ポンプ

エリア

タービン補機海水
ポンプ出口弁

タービン建物（耐震Ｓクラスの
設備を設置するエリア）（西）

タービン建物（耐震Ｓクラスの
設備を設置するエリア）（東）
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廃棄物処理建物地下 2階 

U 

U 

U 

取水槽循環水ポンプエリア 

取水槽海水ポンプエリア 

U 

タービン建物地下 1階 

原子炉建物地下 2階 

U U U U 

U 

U 

U U 

U 

U 
U 

凡例 

      ：浸水防護重点範囲 

：復水器エリア防水壁 

：水密扉  

：貫通部止水処置実施箇所 

床ドレン逆止弁は浸水防護重点範囲の境界となる床面に設置 

：Ⅰ-原子炉補機海水系配管 

：Ⅱ-原子炉補機海水系配管 

：高圧炉心スプレイ補機海水系配管 

      ：非常用ディーゼル発電機系配管 

      ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系配管 

      ：非常用ガス処理系配管 

      ：Ⅰ-原子炉補機海水系電路 

      ：Ⅱ-原子炉補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系電路 

    （点線部は埋設を示す） 

  Ｕ   ：上階へ 

      

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）（西） 

タービン建物（復水器を設置するエリア） 

U U 

U 

耐震Ｓクラス 

 の設備 

浸水防止設備 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）（東） 

(2)タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックが機能しない場合の影響（1/2） 
（検討方針） 
 タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックが機能しない場合，以下のエリアに津波が流入し，図２に示す設備が
浸水することになるため，その場合の設備への影響について確認する。 
 ・タービン建物（耐震Sクラスの設備を設置するエリア）（東）及び（西） 
 ・取水層循環水ポンプエリア 
なお，前頁に示すとおり，取水槽海水ポンプエリアのタービン補機海水系配管等については耐震Sクラスとすることから対象として
いない。 

設置区画※ 耐震Sクラスの設備 安全機能 

タービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア（東）

及び（西）） 

原子炉補機海水系 
配管・手動弁 

安全上特に重要な関連機能 

（非常用補機冷却水系） 

ケーブル 

高圧炉心スプレイ補機海水系 
配管・手動弁 
ケーブル 

非常用ディーゼル発電機系 配管・手動弁 
安全上特に重要な関連機能 

（非常用所内電源系） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系 
配管・手動弁 
ケーブル 

非常用ガス処理系 配管・手動弁 
放射性物質の閉じ込め機能， 

放射線の遮へい及び放出低減機能 

取水槽循環水ポンプエリア 
原子炉補機海水系 

配管・手動弁（ストレーナ含む） 
安全上特に重要な関連機能 

（非常用補機冷却水系） 

ケーブル 

高圧炉心スプレイ補機海水系 
配管・手動弁（ストレーナ含む） 
ケーブル 

表１ タービン建物等の浸水防護重点化範囲に設置する耐震Sクラスの設備と安全機能 

タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの信頼性 
向上について（3/6） 

図２ 浸水防護重点化範囲内の耐震Ｓクラスの設備の位置 
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(2)タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックが機能しない場合の影響（2/2） 
（検討条件） 

 敷地近傍の震源による地震により低耐震クラスの機器・配管が破損した後に，独立した事象とし
て日本海東縁部に想定される地震による津波が発生する場合については，津波襲来までに弁の手
動閉止等の対応が可能であることから，敷地近傍の震源である海域活断層から想定される地震に
よる津波について検討する。 
 

（検討結果） 
 海域活断層から想定される地震による津波の取水槽における入力津波高さはEL4.9mであり，
保守的に，タービン建物等の浸水防護重点化範囲にEL4.9mまで津波が流入すると仮定したとし
ても，表２のとおり，第9条（溢水による損傷の防止等）に基づく浸水対策範囲未満であり，第
５条（津波による損傷の防止）の防護対象である耐震Sクラスの設備の健全性に影響はない。 

設置区画※ 耐震Sクラスの設備 安全機能 

タービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア（東）

及び（西）） 

原子炉補機海水系 
配管・手動弁 

安全上特に重要な関連機能 

（非常用補機冷却水系） 

ケーブル 

高圧炉心スプレイ補機海水系 
配管・手動弁 
ケーブル 

非常用ディーゼル発電機系 配管・手動弁 
安全上特に重要な関連機能 

（非常用所内電源系） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系 
配管・手動弁 
ケーブル 

非常用ガス処理系 配管・手動弁 
放射性物質の閉じ込め機能， 

放射線の遮へい及び放出低減機能 

取水槽循環水ポンプエリア 
原子炉補機海水系 

配管・手動弁（ストレーナ含む） 
安全上特に重要な関連機能 

（非常用補機冷却水系） 

ケーブル 

高圧炉心スプレイ補機海水系 
配管・手動弁（ストレーナ含む） 
ケーブル 

  津波流入水位 浸水対策範囲 
タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリ
ア）(EL2.0m) 

EL4.9m EL8.8m 

取水槽循環水ポンプエリア(EL1.1m) EL4.9m EL10.8m 

表１ タービン建物等の浸水防護重点化範囲に設置する耐震Sクラスの設備と安全機能 

表１ タービン建物等の浸水防護重点化範囲の津波流入水位と浸水対策範囲 

タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの信頼性 
向上について（4/6） 

※P.8 津波の流入防止対策（参考３）に示す通り，取水槽海水ポンプエリアのタービン補機海水系配管等については耐震Sクラスとすることから対象としていない。 
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(3) まとめ 
 タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの浸水防止機能は，表２に示される「発電用軽水型
原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」のMS-1の機能には該当せず，また，タービン補
機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックが機能しない場合においても，耐震Sクラス設備への健全性に影
響はないが，タービン建物等の浸水防護重点化範囲に津波の流入を防止する重要な設備であり，津波襲来
前に確実に閉止する必要があるため，信頼性を向上させることを目的に，多重性を確保する等の設計を行う。 

タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの信頼性 
向上について（5/6） 

表２ 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」 
に示されるMS-1の機能 

MS-1の機能 
・原子炉の緊急停止機能 
・未臨界維持機能 
・原子炉冷却材圧力バウンダリの加圧防止機能 
・原子炉停止後の除熱機能 
・炉心冷却機能 
・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放
出低減機能 
・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発
生機能 
・安全上特に重要な関連機能 
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 具体的な設計方針 
 信頼性向上として，浸水防止機能を有するタービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックについて，
設置許可基準規則第12条に対する設計方針及び設置許可基準規則第12条以外の各条文との関係を踏ま
え，以下を実施する。対策概要及び弁閉止インターロックの概要図を図１に示す。 

図１ 対策概要及び弁閉止インターロック概要図 

• タービン補機海水ポンプ出口弁は多
重化するとともに，当該弁の閉止に
必要な電源は，多重性及び独立
性を確保し，それぞれ区分Ⅰ，Ⅱ
の非常用母線から供給する設計とす
る。 

• 運転員による誤操作防止のため，
視認性及び操作性を考慮した設計
とする。また，誤信号による誤動作，
誤不動作の防止のため，論理回路
を多重化する設計とする。 

• 想定される外部事象に対して機能を
損なわない設計とする。 

• タービン補機海水ポンプ出口弁は，
地震時に想定される溢水に対し機
能を保持する設計とする。 

地 震 大

漏えい検知器動作 タービン補機海水ポンプ

第二出口弁閉止

タービン補機海水ポンプ

出口弁閉止

タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの信頼性 
向上について（6/6） 

地 震 大

漏えい検知器動作 タービン補機海水ポンプ第二出口弁閉止

タービン補機海水ポンプ出口弁閉止地 震 大

漏えい検知器動作

：ＴＳＷポンプ出口弁
：区分Ⅰ
：区分Ⅱ
：電路
：タービン補機海水系配管
：配管
：埋設配管

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ
：タービン補機海水ポンプ
：循環水ポンプ
：除じんポンプ
：耐震Ｓクラスの設備を設置する
エリア
：復水器エリア防水壁

赤色
青色

タービン建物

Ｃ

復
水
器

Ｃ

Ｃ

T

T

取水槽

Ｃ

T

R

R

R

R

H

J

J

Ｃ

Ｃ

海水ポンプ

エリア

除じん機

エリア

循環水ポンプ

エリア

6.9kV非常用母線
（区分Ⅰ）

6.9kV非常用母線
（区分Ⅱ）

MO
MO

MO

MO

非常用ディーゼル
発電機(区分Ⅰ)より

外部電源
より

外部電源
より

非常用ディーゼル
発電機(区分Ⅱ)より



8 

 設置許可基準規則第12条に対する設計方針を以下に示す。 
設置許可基準規則第12条 設計方針 

安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたも
のでなければならない。 

タービン補機海水ポンプ出口弁及び弁閉止インターロックは，信頼性
の向上を考慮した上で，期待されている機能を確保し，かつ維持し得
る設計とする。 

２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を
有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原
因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因に
よる多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した場合であって、外
部電源が利用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構成する
機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性
を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。 

タービン補機海水ポンプ出口弁及び弁閉止インターロックは，信頼性
の向上を目的に，多重性を有する設計とする。また，当該弁の閉止に
必要な電源は，多重性及び独立性を確保し，それぞれ区分Ⅰ，Ⅱ
の非常用母線から供給する設計とする。 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定
される全ての環境条件において、その機能を発揮することができるものでなけ
ればならない。 

タービン補機海水ポンプ出口弁及び弁閉止インターロックは，通常運
転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定され
る圧力，温度，湿度，放射線等の環境条件下において，期待され
ている機能を発揮できる設計とする。 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重
要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができ
るものでなければならない。 

タービン補機海水ポンプ出口弁及び弁閉止インターロックは，その健
全性及び能力を確認するため，必要性及びプラントに与える影響を
考慮して，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査が
できる設計とする。 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う
飛散物により、安全性を損なわないものでなければならない。 

タービン補機海水ポンプ出口弁及び弁閉止インターロックは，蒸気
タービン等の損壊に伴う飛散物により安全性を損なわない設計とする。 

６ 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は
相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電用原子炉
施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子
炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。 

タービン補機海水ポンプ出口弁及び弁閉止インターロックは，他号
炉と共用しない設計であることから，本項は対象外。 

７ 安全施設（重要安全施設を除く。）は、二以上の発電用原子炉施設
と共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を
損なわないものでなければならない。 

タービン補機海水ポンプ出口弁及び弁閉止インターロックは，他号
炉と共用しない設計であることから，本項は対象外。 

タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの信頼性 
向上について（参考1） 
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 設置許可基準規則第12条以外の各条文との関係ついて，適用対象となる条文及び信頼性向上のために
考慮する条文の整理結果を以下に示す。 

設置許可基準規則 整理結果 

第4条 地震による損傷の防止 耐震に関する設計方針に基づき設置する必要があることから，適用対象。 

第5条 津波による損傷の防止 耐津波設計における浸水防止設備として機能を期待することから，適用対象。 

第6条 外部からの衝撃による損
傷の防止 

想定される外部事象に対して浸水防止設備として機能を損なわない設計とする。 

第9条 溢水による損傷の防止等 地震時に想定される溢水に対し浸水防止設備として機能を保持する設計とする。 

第10条 誤操作の防止 誤操作の防止に関する設計方針に基づき設置する必要があることから，適用対象。 

第40条 津波による損傷の防止 耐津波設計における浸水防止設備として機能を期待することから，適用対象。 

タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックの信頼性 
向上について（参考2） 


